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「子ども達に感動を」をコンセプトに、５月のゴールデンウィーク
に開催される佐久市の一大観光イベント。全国から40機近くの
熱気球が集まり、佐久の大空をカラフルに彩ります。今年は30周
年の節目の大会となるため、様々な記念イベントをご用意して皆様
をお迎えします。



佐久税務署からのお知らせ

〒 3 8 4 －0 4 1 2　佐久市田口２４２１
TEL：0267-82-2253 FAX：0267-82-7258

〒389－0111　軽井沢町長倉 2696－1
TEL 0267－45－3600　FAX 0267－46－5010
E-mail info@karuizawa-gas.co.jp
URL http://www.karuizawa-gas.co.jp

　法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう、以下のような環境整備を行い、利便性の向
上を図りました。添付書類も含めたｅ－Ｔａｘの利用にご協力ください。

改正電帳法の準備は進めていますか？
　令和６年（2024年）１月からは、電子データでやりとりした請求書・領収書等を電子データのまま
保存する必要があります！

ｅ－Ｔａｘがより便利になりました！

①法人税申告書別表（明細記載を要する部分）及び
　勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化（ＣＳＶ形式）
　従来のデータ形式（ＸＭＬ形式）に加え、ＣＳＶ形式による提出が可能です。
　（国税庁ｅ－Ｔａｘホームページにおいて標準フォームを提供）

②財務諸表のデータ形式の柔軟化（ＣＳＶ形式）
　従来のデータ形式（ＸＢＲＬ形式）に加え、ＣＳＶ形式による提出が可能です。
　（国税庁が勘定科目コードを策定・公表し、それを含めた標準フォームを国税庁ｅ－Ｔａｘホームページ
　において提供）

③財務諸表の提出先の一元化
　法人税の電子申告により財務諸表を提出した場合は、法人事業税の申告における財務諸表の提出が不要です。

〇保存が必要な電子データの範囲は？
・請求書・領収書・見積書・契約書等のように、紙でやりとりしていたら保存する必要がある電子データです。
　※あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。
・これまでプリントアウトして保存していた電子データを、これからは電子データのまま保存していた
　だくイメージです。

〇保存方法は？
・ファイル形式は問いません。※ PDFに変換したり、スクリーンショットでもOK
・不当な改ざんを防止するためのルールを定めた上、日付・金額・取引先で検索できるようにする等の
　対応をしていただく必要があります。
　※例外的に検索機能などデータ保存時に満たすべき要件が緩和される場合があります。
　※プリントアウトすることは禁止されていませんが、それだけでは正しく保存したことになりません。

〇もっとくわしく知りたいときは？
・国税庁ホームページから、電子帳簿保存法に関するパンフレット等をご確認ください。
・あわせて経理のデジタル化による生産性向上のために、会計ソフトを使った優良な電子帳簿の導入も
　ご検討ください。

電子帳簿等保存制度特設サイト→
または国税庁　電子帳簿保存法　で　検索　 ➡
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本社工場 〒384-2204 佐久市協和6515-1
  TEL 0267-53-2421  FAX 0267-53-3067　
第２工場 〒384-2202 佐久市望月998-1
  TEL 0267-53-6383  FAX 0267-78-5333  

エスオーアイ（株）

内装工事・タイヤ交換・中古車販売

佐久市中込 2333－2
TEL（0267）88-7872　FAX（0267）88-7873

≪長野県東信県税事務所からのお知らせ≫

長野県では、新たに障がい者を雇用した事業者の皆様を応援しています。

　上記のほか、母子家庭の母又は父子家庭の父の雇用応援減税等の制度もあります。これらの内容や詳
しい申請手続きについては、長野県HPをご覧ください。お問合わせは、東信県税事務所課税課課税第
一係までお願いします。
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/genze/koyo-02.html

　利用可能税目は、法人都道府県民税、法人事業税、個人住民税（特別徴収分）など、
一部の税目に限られます。詳細な内容や手続きに関するご不明な点につきましては、
eLTAXホームページをご覧ください。

地方税の納税は『地方税共通納税システム』をご利用ください！

eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/

《減税内容》
税率9/10減税　減税上限額（雇用障がい者数に応じて）	 １人以下　		50万円

１人超２人以下		　75万円
２人超　100万円

　　　
《対象となる法人・個人》　　　　　　　　　　
次の要件をすべて満たす法人・個人事業主　　　　
(1)常時雇用する労働者の数が100人以下であること
(2)雇用保険の適用事業所であること　　　　　　
(3)社会保険加入事業者であること（加入義務がない場合を除く）
(4)法定雇用率を達成していること　　　　　　　
(5)事業主都合による解雇をしていないこと
(6)長野県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと
(7)障がい者雇用はじめの一歩応援助成金の交付を受けていないこと

《雇用する障がい者の要件》
次の要件をすべて満たす特例期間内（平成31年４月１日～令和７年３月31日）に新たに雇用
した障がい者
(1)長野県内に住所があること
(2)長野県内の事業所等に勤務していること
(3)雇用保険の一般被保険者であること
(4)継続して３か月以上勤務していること

障がい者の雇用をお考えの法人・個人事業主の皆様へ
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確定申告期間中　佐久税務署、イオン佐久平、
佐久合同庁舎、佐久市役所、小諸市役所へ

入賞作品を展示

　未来を担う子どもたちに「税の大切さ」を知ってもらうため、佐久税務署管内にある小学校6年生を
対象に、租税教育活動の一環として税に関する絵はがきコンクールを毎年開催しております。本年度は
14校から436枚の応募をいただきました。本年度の入選作品をご紹介いたします。

令和 4 年度 
税に関する絵はがきコンクール

最優秀賞　佐久市立	佐久城山小学校　小松乙都さん

優秀賞　小諸市立水明小学校　池田夢唯さん

優秀賞　小諸市立東小学校　山口越史さん

優秀賞　佐久市立岸野小学校　上野佑真さん

優秀賞　佐久市立望月小学校　林愛純さん

優秀賞　小諸市立野岸小学校　風巻諒さん

優秀賞　佐久市立浅科小学校　丸山琉さん

優秀賞　佐久市立中込小学校　西澤唯花さん

優秀賞　小諸市立千曲小学校
三井りおなさん

優秀賞　佐久市立中佐都小
学校　前田望多さん

優秀賞　御代田町立御代田
南小学校　鈴木千愛さん

優秀賞　佐久市立切原小学校
黒沢香心さん

優秀賞　佐久市立東小学校
中澤智紀さん

優秀賞　佐久市立佐久城山
小学校　茂原莉々さん

優秀賞　佐久穂町立佐久穂
小学校　篠原柊羽さん

税務署長賞　佐久市立中込小学校　木内紗耶さん

たくさんのご応募
ありがとうございました！
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創業文久三年

〒384－0011　小諸市赤坂一丁目４番７号
TEL 0267－22－1051　FAX 0267－22－1062

㈲ケーアンドケーメディカル
福祉用具のレンタル・販売・住宅リフォーム

佐久市臼田1935（D2様向かい）

TEL 0267-82-0239
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　米国に住む友人と久しぶりに会った。彼は飛行機を降りた瞬間から“日本流”を心がけマスクを着用
しているが、母国ではすでに見ることがない光景だと強調していた。新型コロナウイルスの感染が収ま
ったわけではない。この対応の違いは何だろうか。国民性としか答えはない。
　そういえば東日本大震災の時、諸外国から驚きの称賛があったのは、店舗を襲うなどの暴動が日本で
起きなかったことである。災害に乗じて自身の利益を得ようと考える人は日本にはほとんどいない。逆
に被災者の役に立ちたいと思う人ばかりだった。これも国民性の違いが結論だと思うと悲しすぎる。
　震災時、私が揺れを感じたのは、東京・大手町の地下鉄ホームだった。地震のアナウンスで一斉に改
札口に人が殺到したが、誰もがパスモ（スイカ）を自動改札に触れてから出ていく。こんな非常事態で
も決められたことを守るのが日本人なんだなと、つくづくと自分には欠けている真面目さを感じた。
　新型コロナウイルスは別にして、自然災害、交通事故、犯罪など身の回りには気が付かない危険が潜
んでいる。だが、コロナ以外に対する危機意識は低い。安全を日頃から意識して備えることで安心があ
るのだが、直面しないと後回しになってしまうのが現実だ。ただ、企業はそうはいかない。存続するた
め事業継続計画（ＢＣＰ）が必要だし、これだけは定めておかなければいけない。

空気と安全はタダではない
　取材を通して安全な暮らしについて考える機会があった。日々の生活の中で実に多くの製品を使用し
ているが、製品安全も意識することがない。普通に使えて当たり前であり、メーカーへの信頼もあるか
らだ。ただ、製品安全を所管する経済産業省で聞くと、重大製品事故は年間約１，０００件の発生があり、
そのうちの３割は使う側の誤使用や不注意だという。しかも高齢者による割合がかなり高いそうだ。言
い換えると７割は製品に問題があるということで、やはり買う側も安全を意識して購入しなければなら
ない。特に安価な製品など、価格のみを重視して購入するのは慎重さが必要だ。コロナ禍で購買機会が
ネットに向き、さらに海外製品を直接購入することもできる。同省では代理店を通さずに海外から直接
入る製品の事故発生は把握しにくく、対策が必要だと強調していた。
　安全で安心に暮らせる社会を構築するには災害・防犯の備えとメーカーの製品安全への取り組み、さ
らには消費者側の意識を高めることが不可欠になる。冒頭の友人いわく、日本は何を食べてもおいしい
し何よりも安全だという。犯罪面から見れば確かに日本は安全かもしれないが、他の面からの安全はど
うだろう。
　空気と安全はタダだという意識があったが、時代の変化はそれらのものを有料
化した。そして目に見えないウイルス感染が世の中の仕組みを大きく変えつつあ
る。防衛の問題を入れると話が複雑になるが、企業活動を含め全てのベースにな
る安全をもう一度見直してみようと考えている。

コロナ禍で考える安全・安心な暮らし
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◆代表取締役：谷　川　光　男　　
◆事業内容 : 建築・土木工事
◆住　所 : 北佐久郡軽井沢町大字追分1404
◆電　話：0267−45−1711
◆ＦＡＸ：0267−45−1715
◆ URL：https://www.tani-kawa.co.jp

◆代表取締役：新　井　みどり
◆業務内容：蜂蜜製品製造・小売 
◆住　所：北佐久郡軽井沢町追分405−2
◆電　話：0267−46−5012
◆ＦＡＸ：0267−46−5052
◆ URL： https://www.ogihara832.co.jp/

◆代表取締役：林　　君　枝
◆事業内容：焼き肉レストラン
◆住　所：南佐久郡南牧村大字海ノ口2057
◆電　話：0267−98−2813
◆ＦＡＸ：0267−98−3175

◆代表取締役：柳　沢　英　治
◆事業内容：旅館業
◆住　所：南佐久郡南牧村海ノ口933
◆電　話：0267−96−2106
◆ＦＡＸ：0267−96−2958
◆ URL：https://www.izumikan.com/cuisine.html

あ の 町 こ の 町  会 員 紹 介
谷川建設㈱
　1954年に創業し、軽井沢町で60年以上「建築」と「土木」の設
計から施工までワンストップで行う総合建設業です。主に、個人の
別荘建築や増改築リフォーム、軽井沢町や長野県の公共工事も施工
しております。冬期は県道・町道の除雪作業も行っており、県が管
理する土木施設等においては、災害における危険・損害または著し
い不便が生じる恐れがある緊急の修繕工事などにも対応しておりま
す。軽井沢という土地柄、避暑地独自の気候と、地形や土壌にも特
徴がありそれらを永年の経験により熟知し、対策などノウハウを活
かした施工をしております。別荘をお求めになる首都圏の方々、保
養の地に定めた企業の方々などが多く、最近では個人別荘でも大型
化になり、高額且つ工期が長い物件が増えてきました。お客様の求
める要求も変化する中、その実現に日々努力をしております。

㈱荻原養蜂園
　1936年に創業、1972年法人設立を致しました。2019年には商号
を変更して、株式会社荻原養蜂園へ移行し現在に至ります。弊社で
は食品営業許可、農業法人認定などを受けて国産蜂蜜、ローヤルゼ
リー、プロポリスなどの蜂産品を主に製造、販売をしております。
　商品は蜂ひげおじさんを商標マークとして、軽井沢土産の定番と
して、自社小売店舗、土産物屋店、スーパー、インターネット販売
等の小売チャネルを通じて積極的に流通させて、製造から販売まで
の一貫生産販売体制を構築してまいりました。近年では平均気温上
昇や異常気象などにより生産量減少要因が増える一方で、健康志向
の高まりによって、安心・安全な商品を好む消費者が増え、純国産
蜂蜜の人気は高まっています。今後も弊社では、安心・安全に配慮
した高品質の商品をお客様にお届けするべく邁進してまいります。

中島産業㈱（店舗名：レストラン141）
　八ヶ岳のすそ野に広がる野辺山高原で育った黒毛和牛と野菜をふ
んだんに使用した“焼肉とやさい”のレストランです。黒毛和牛は
A5ランクの肉を一頭買いするため、リーズナブルな価格でお客様
にご提供させていただいております。野菜は、自家農園の新鮮さが
売りで“甘みと香り”を味わっていただけると確信しております。
また、お客様に喜んでいただいている当社のおすすめ品に、太陽に
一番近い野辺山高原で育った白菜を使用した“野辺山霧下キムチ”
がございます。人気商品として通信販売も始めさせていただきまし
た。メニューも豊富に揃えており、美味探求に日々努めておりま
す。野辺山峠を上がった国道沿いのお店ですので、どうぞお気軽に
お立ち寄りください。

㈲和泉館
　海ノ口温泉で唯一残っている旅館として、地元のお客様をはじめ観
光客にいたるまで、心を込めたおもてなしをさせていただいておりま
す。温泉の特徴は、山中でありながらも海の中のミネラル成分がとて
も多く、癒し効果抜群の泉質が自慢です。また、当館は１０年程前に
セラミック原石を館内導入しました。セラミックは自然界からの贈り
物といわれ、体内外を浄化する働きがあり、人体にたいへん良い影響
を与えます。源泉とセラミックのコラボレーションにより、リピーター
さんも増加傾向にあります。八ヶ岳の麓で郷土料理（信州牛や川魚料
理、地元の山菜やキノコ）を堪能しながら、癒しの温泉とセラミック
の原石を肌で体感してみませんか。皆様のご来館をお待ちしておりま
す。
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株式会社 大進

保険相談専用ダイヤル：

〒 長野県佐久市原

：

〒384-0414　佐久市下越 620　TEL 0267-82-2107　FAX 0267-82-9468

令和5年度税制改正の改正法は、令和5年2月末現在、未公布となっています。

７０万円 ー １５万円 ＝ ５５万円

７０万円 ー ３５万円 ＝ ３５万円

特例の場合　７０万円 × 2割 = 14万円

インボイス制度、
支援措置があるって本当！？

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、
売上税額の２割を納税額とすることができます!

※７０万円×50％（サービス業のみなし仕入率）

簡易課税の場合

実額計算の場合

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例
を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎（８％・10％）に把握するだけで、
簡単に申告書が作成できるようになります!
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です！

納税額が売上税額の２割に軽減？小規模事業者向け

対象になる方 免税事業者からインボイス発行事業者になった方（２年前（基準期間）の課税売上が1000万円
以下等の要件を満たす方）

対象となる期間 令和５年10月１日～令和8年９月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和５年10～12月の申告から令和８年分の申告まで対象

売上700万円（税額70万円）※サービス業
経費150万円（税額15万円）

事例

免税事業者から課税事業者になる方へ 既に課税事業者の方も

税負担軽減？事務負
担軽減

？

補助金
も？

本当です！ そのための税制改正（案）が閣議決定されています。
また、令和４年度補正予算で各種補助金が拡充されました。

会計ソフトに補助金？

少額取引はインボイス不要って？

少額な値引き・返品は対応不要？

納税額が売上税額の２割に軽減？

インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ？

登録申請、４月以降でも大丈夫？

売上・収入を把握するだけで
申告でき、経費等の集計は不要！

事前の届出も不要！

※ ５５万円
35万円 14万円

実額計算 簡易課税 特例

納税額
納税額

納税額
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〒 北佐久郡立科町芦田

味噌醤油醸造

株式会社 酢 屋 茂
 
 南佐久郡佐久穂町高野町414-1

電話（0267）81-2117

ダイカスト金型・ダイカスト製品の設計製造

持続化補助金について、 免税事業者がインボイス発行事業者に登録 した場合、
補助上限額が一律50万円加算 されます！

※個別相談は、所轄の税務署への事前予約をお願いします。

インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ？小規模事業者向け

対 象 小規模事業者
補助上限

補助対象

50～200万円（補助率2/3以内）※一部の類型は3/4以内

税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等
100～250万円（インボイス発行事業者の登録で50万円プラス）

IT導入補助金　　　　　について、 安価な会計ソフトも対象となるよう、 補助下限額が撤廃 されました！

会計ソフトに補助金？中小事業者向け

対 象 中小企業・小規模事業者等
補助額

補助対象 ソフトウェア購入費、クラウド利用費（最大２年分）、ハードウェア購入費等

ITツール ～50万円（補助率3/4以内）、50～350万円（補助率2/3以内） ※下限額を撤廃

PC・タブレット等 ～10万円（補助率1/2以内） レジ・券売機等 ～20万円（補助率1/2以内）

登録申請、４月以降でも大丈夫？すべての方が対象

詳しくはこちらまで その他インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターまで

0120-205-553 フリーダイヤル（無料）

9:00から17:00（土日祝除く）受付時間

1万円未満の値引きや返品等 について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!
振込手数料分を値引処理する場合も対象です！

少額な値引き・返品は対応不要？すべての方が対象

対象になる方 すべての方

対象となる期間 適用期限はありません。

返品

大丈夫です！４月以降の申請でも制度開始時に登録が可能です！

税制改正案の
内容

インボイス制度
特設サイト

持続化補助金 ＩＴ導入補助金

1万円未満の課税仕入れ（経費等）について、 インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで
仕入税額控除ができる ようになります!

少額取引はインボイス不要って？中小事業者向け

対象になる方 ２年前（基準期間）の課税売上が1億円以下
または1年前の上半期（個人は1～6月）の
課税売上が5千万円以下の方

対象となる期間 令和5年10月1日～令和11年9月30日

デジタル化基盤
導入類型（ （
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長野支社/
長野県長野市南千歳1-12-7（新正和ビル5F）
TEL 026-264-5221

長野支店/
長野県長野市鶴賀緑町1393-3（富士火災長野ビル4F）
TEL 026-224-4110
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